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1. 件名
　AI英語学習アプリ

1. 目的
　児童生徒の英語使用の機会を増やし、英語を使用する動機付けを強化するために、AI英語学習アプリを英語の授業や家庭学習等に導入し、福岡市内中学校（モデル校）で活用効果を検証する。

1. 履行期間
　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

1. 使用場所
教育委員会指導部中学校教育課、教育委員会が指定する福岡市立中学校、及び各家庭等

1. アプリ使用者とアカウント数
　　使用者の区分及びそれぞれの区分に対応するアカウント発行数は、下表のとおりとする。受注者は、使用者の各権限のアカウントを発行し、オンライン上でサービスを利用することができる。
　　なお、評価者用のアカウントについては、受注者が求める数を無償で提供すること。
	区分
	概　要
	アカウント数

	使用者
	学習者
	福岡市立中学校生徒
	１,０００

	
	評価者
	学習者が在籍する学校の教員
	必要数


　　このほかに、教育委員会用のアカウントについても、無償で提供すること。

1. 利用イメージ
（１）生徒
　・中学校、及び各家庭にて、AI学習アプリを活用して、英語を話す活動を行う。

（２）教員
　・英語の授業において、学習内容に応じた英語を話す活動を、AI学習アプリを活用して導入する。
　・生徒の活動状況をアプリ内で把握し、授業改善に活かす。
　・AIを活用して身に着けた表現力を、人（NS・日本人英語教師・級友）とのコミュニケーションで活用できるよう、授業の中で設定する。

1. アプリ機能
（１）動作機能
　　・学校に設置されたパソコンおよびタブレット端末で利用できること。
　　・福岡市教育委員会が中学校の生徒に貸与しているGIGAスクール端末については、以下のとおりであるが、教職員用端末(WindowsOS)で使用することや、iPad等の活用も考慮されるため、ChromeOS、WindowsOS、iOSに対応するシステムであること。

	製品名
	CZ1104FM2A

	型番
	CZ1104FM2A-NS0180

	OS
	ChromeOS

	ディスプレイ
	11.6型ワイドTFTカラー液晶

	解像度
	1.366×768ドット（60Hz）

	タッチパネル
	搭載


　・本市のネット外部環境は、各学校からインターネットブレイクアウトによって１Ｇベストエフォー　　ト回線で外部と接続している。回線は、学校規模に応じ、300人あたり１本となるよう増設している。このような本市のネットワーク環境で実際に検証したうえで、円滑に稼働するAI英語学習ア　　プリを提案すること。
　・各学校で10分から15分で行う帯学習の時間などに、少なくとも学年単位（大規模校で400名　　　程度）が一斉に使用しても、スムーズな学習を行える動作を保証すること。

（２）AI英語学習機能等について
　・学習指導要領に準拠した学習教材であること。
　・授業で活用できるように、題材や表現・文法内容が明示されていること。
　・生成AIと、英語で話すこと（やり取り）ができること。
　・生徒のリスニング力や理解力に応じ、AIの話す速度などの難易度を調整できること。
　・生徒の話した表現について、改善点を提示するなどの振り返りがあること。
　・生徒の学習履歴が自動的に保存されること。

（３）学習履歴管理機能について
・学年、学級、個人単位、またはテーマ単位から、学習結果・学習回数などの情報がそれぞれ確認で  きること。
・教員が生徒の学習履歴や正答率を閲覧、集約することによって、生徒の学習課題を把握し、授業内 の取り組みに活かすことができること。
・教育委員会または各学校のアカウントを発行し、各学校の利用状況・学習効果が確認できること。
・生徒の学習成果物や、生徒別に一元的に整理され、普段の指導や学期を通じた評価等に活用することができること。
・教職員が、生徒の成果物を評価等に活用できる画面を有すること。または、ＣＳＶファイル等を　　 ダウンロードする機能を有すること。

（４）サポートについて
・利用申込から利用開始までの手続きを簡略化、迅速化するなど、事業者および学校管理者の負担軽減に努めること。また、負担軽減に係る有用な方法がある場合には随時別途提案を行うこと。
・導入に際し、操作について丁寧な説明を行うこと。また、導入後にも、操作及びシステムの問い合わせ窓口（メールまたは電話）があること。
・教員向けのサポートサイトがＷｅｂ上で設置されていること。
・事業対象となる学校の教職員に対して、操作及び活用方法の研修会を実施すること。
・各学校における活用状況についてモニタリングがなされ、教育委員会に対して、定期的なフィードバックを行うこと。

（５）セキュリティについて
・セキュリティ及び個人情報保護の取り扱いについては、関連法令等を遵守することはもちろんのこと、本市が規定する条例等を遵守し、情報セキュリティ管理に万全を期すこと。
・情報セキュリティ事故が発生した場合は、速やかに事故の原因・影響を特定するとともに、その内容及び対応について発注者へ報告を行うこと。
・クラウドサービスの提供に関して、別記１の要件を満たすこと。

８　その他
（１）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、定めるものとする。
（２）サービスを利用する児童生徒のうち申込み以前から受注者のサービスを利用している者への返金については、受注者において対応すること。
（３）発注者が貸与又は用意するものを除き、必要なものについては受注者が用意すること。
（４）この契約の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由による生じたものについては、発注者が負担する。

別記１
・サービス提供事業者が情報セキュリティに関する第三者認証を取得していること。
・取り扱う学校・教育委員会の情報について、守秘義務および、目的外利用及び第三者提供が無断でなされないこと。
・サービスの運用を担当する社員が、情報セキュリティに関する教育・訓練を受けていること。
・サービスの中断や契約終了に際し、円滑に業務を移行するための対策として、データ移行・返却方法を明確にすること。
・サービスの管理者権限のあるIDを必要最低限かつ適切に配布すること。
・サービスを運用するサーバ等の管理において、サーバルームへの入退出管理、転倒及び落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置等の物理的な情報セキュリティ対策を講じられていること。
・利用するサーバ及び運用管理端末等にウイルス対策ソフトを導入し、計画的にウイルス対策パッチが適用されように設定されていること。
